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子ども家庭福祉特集にあたって

中塚博勝（旭出福祉園園長、日本育療学会理事）

1947年（昭和22年）児童の健全育成を願って児童福祉法が制定された。 60年を迎えた今日、子どもを

とりまく環境のすべてがその当時に比べて大きく変わったことはだれもが認めるところである。

しかし、変化の一つ一つが子どもの福祉にどのような影響を与えているかを問うとき、決して安心で

きるものでないことは、福祉にかかわる人たちはもとより多くの人が心を痛めている状況を見るにつけ

強く感じさせられる昨今である。

児童虐待、育児放棄、子育て能力の低下、家庭機能の低下や崩壊、そして心身ともに傷ついた子ども

たち。このような子どもたちを支えていくためには、子どもを守る（児童福祉）だけにとどまらず、家

庭全体に対する支援の重要性が指摘され、 これまでの児童福祉から「子ども家庭福祉」という概念が導

入されるようになった。その背景には、平成6年児童の権利に関する条約（子どもの権利条約）にわが

国が批准したことがあるといわれている。

「子ども家庭福祉」は、子どもが生活し成長する基盤である家庭をも支援の対象としていこうとする考

え方のもとに構成された概念であるといわれている。このたび、 日本育療学会では学会誌第44号の発行

にあたって、 「子ども家庭福祉」と題した特集を組むことになった。そこで、学会誌の主題である「子ど

もの心身の健康問題を考える」に則って、障害のある子ども、病気の子どもの家庭福祉の実際と課題に

ついてそれぞれの立場の方々に執筆頂くこととした。

最初に子ども家庭福祉についての基本的理解をいただくために、 「子ども家庭福祉の理念と課題」と題

し、才村純氏（関西学院大学・日本子ども家庭福祉学会）にご執筆いただいた。

第一部では、発達障害児の子ども家庭福祉について、長年入所施設で子どもの福祉に関わっておられ

る桐友学園（千葉県）園長田中齋氏、親の立場から千葉県自閉症協会東総支部長（千葉県）竹蓋伸六氏、

保育の現場から清水保育園（千葉県）園長圓藤弘典氏三人の方にご執筆いただいた。第二部では、病気

の子どもの家庭福祉について､｢根付け！子どもの権利条約」味岡尚子氏（つぼみの会会長・ I型糖尿病)、

｢3人の子どもと共に暮らして思うこと」戎崎綾子氏（人工呼吸器をつけた子の親の会)、 「ピアサポート

による家族支援」福島慎吾氏（難病のこども全国ネットワーク）三人の方にご執筆いただいた。

皆様にはぜひお目通しいただき、あらためて子どもの福祉を守ることを考える契機としていただけれ

ば幸いである。
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特集

子ども家庭福祉の理念と課題

才村 純（関西学院大学／日本子ども家庭福祉学会）

1 ．子ども家庭福祉とは何か

1）子ども家庭福祉の定義

子ども家庭福祉とは、①子どもと子どもが置か

れた環境に着目しながら、②子どものウェルビー

イング（後述）の実現を図るために、③子どもや

その家族、関係者、地域等を対象として、④国、

地方公共団体、法人、私人によって行われる、⑤

制度と実践の体系といえよう。①の「子どもと子

どもが置かれた環境に着目しながら」というのは、

子どものウェルビーイングを実現するための活動

は福祉に限らず教育や保健、医療など様々な領域

において存在するが、教育や医療などは、どちら

かといえば生徒や患者個人に着目し、当該個人を

対象としてサービスが行われる場合が多いのに対

し、子どもは環境の中で育つという視点を重視す

るのが子ども家庭福祉の大きな特徴と考えられる

からである。②の「ウェルビーイングの実現」で

あるが、高橋重宏はウェルビーイングを「人権の

尊重・自己実現」であるとし、 「子どもが子ども

らしさを保ち、みずからの潜在的な可能性を開花

させつつ生き生きと生活している状態」と述べて

いる(il;l)。③の「対象」は、 「環境の中の子ども」

に着目し、単に子ども本人のみならず、環境を形

成する家族や関係者、地域を視野に入れた制度や

実践が必要であることを意味する。つまり、 「環

境と個人との交互作用」に着目し、かりに養育上

の問題や子ども自身に何らかの問題が見られた場

合､これらの問題がどのような背景の中で発生し、

また、その問題が子どもや家族にどのような影響

を及ぼしているのかを常に見極め、環境調整を

図っていくことが重要である。⑤の「制度と実践

の体系」とは、児童福祉は実践の枠組みともいう

べき制度とその制度に依拠した実践が常に整合性

を図りながら、総合的に推進される必要性を意味

する。個々の機関や個々人が思いつきでバラバラ

に活動するのではなく、一定のルール（理念，規

範，援助枠組み）のもとに秩序だった活動を行う

のが福祉であるといえる。

なお、都市化や核家族化の進行などに伴い、子

ども虐待や子育て不安が深刻化するなど、家庭機

能が弱体化する中、子どもの福祉を実現するため

には、子どもだけに焦点を当てた「児童福祉」で

はなく、家庭全体を視野に入れた「児童家庭福祉」

が必要となっている。このように、サービス対象

が拡がっているが、これに加え、後述するが権利

性を重視した福祉理念も含めて、 「子ども家庭福

祉」という用語が一般化しつつある。

2．子ども家庭福祉の理念

1）日本国憲法と子ども家庭福祉の理念

子ども家庭福祉の理念は、子どものウェルビー

イングを保障することにほかならない。わが国の

社会福祉の基本理念は日本国憲法に立脚してお

り、児童福祉法も例外ではない。すなわち、 日本

国憲法は、基本的人権の不可侵性（第11条)、 自

由及び権利の保持と濫用の禁止（第12条)、個人

の尊重（第13条)、法の下の平等（第14条)、健康

で文化的な最低限度の生活の保障（第25条）を規

定しており、社会福祉施策はこれらを踏まえて展

開されている。第13条の「個人の尊重」とは、こ

れを子ども家庭福祉の観点からとらえるならば、

個々の子どもはそれぞれ独自の人格をもったかけ

がえのない存在としてとらえ、生命、 自由、幸福

追求といった基本的人権を保障するということで

ある。また、第14条に規定する「法の下の平等」

とは、子どもの場合、性別や心身の障害の有無、

生まれ育った環境などによって差別されることな

く、福祉のサービスが平等、公平、公正に提供さ
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れるということである。第25条の「最低限度の生

活の保障」を拠り所として､従前の社会福祉（ウェ

ルフェア）は、生活困窮者など特別なニーズを抱

える人たちへの必要最小限のサービスの提供にと

どまってきたが、現代では「最低限度」の生活で

はなく、子どもを含めた国民一人ひとりのより良

質な生活と自己実現（ウェルビーイング）の保障

へとサービスの対象者やサービスの内容が普遍

化、一般化、多様化してきている。

2）児童福祉法における子ども家庭福祉の理念

日本国憲法における上述の規定に立脚して児童

福祉法が制定されたのであるが、児童福祉法は、

子ども家庭福祉の理念として「すべて国民は、児

童が心身ともに健やかに生まれ、且つ、育成され

るよう努めなければならない」 （第1条第1項)、

｢すべて児童は、ひとしくその生活を保障され、

愛護されなければならない」と規定している（第

1条第2項)◎いかなる子どももその態様や環境

などに関わりなく平等に生活することを保障さ

れ、愛情をもって育てられる権利を有しており、

子どもが心身ともに健康に生まれ、健全に育てら

れるようにするのは国民一人ひとりの務めである

と規定しているのである。ここにも、憲法の個人

の尊重、法の下の平等、 自己実現の尊重の理念が

盛り込まれている。

さらに、国民の道義的な規範として昭和26年に

制定された「児童憲章」においても、すべての児

童の幸福を図ることを目的として、 「児童は、人

として尊ばれる｣、 「児童は、 よい環境の中で育て

られる」としており、個人の尊重、 自己実現の尊

重をうたった日本国憲法を反映しているほか､｢児

童は、社会の一員として重んぜられる」としてい

る。

これらを総合すると､子ども家庭福祉の理念は、

子どもを独立した人格を有する社会的存在として

認め、国民一人ひとりの責任においてよい環境を

保障し、そのウェルビーイングを実現していくこ

とにあるといえよう。そして、 この理念の具現化

を図るために、児童福祉法を基軸として様々な関

連法令により、具体的な施策が講じられているの

である。

3）子ども家庭福祉施策の法的根拠

児童福祉法第2条は、 「国及び地方公共団体は，

児童の保護者とともに、児童を心身ともに健やか

に育成する責任を負う」と定めている。つまり、

子どもを心身ともに健全に育成する責任を保護者

に課すとともに、子どもの健全育成を図るのは、

国や地方公共団体の責務でもあることを定めてい

る。保護者が一義的に子どもの養育責任を負うこ

とは無論であるが、 これと同等・同質に国や自治

体にも子どもの養育責任があるとしているのであ

る。

したがって、例えば親が死亡したりわが子を虐

待するなどの理由から、子どもの養育が困難に

なった場合は、その子どもが健全に育成されるよ

う、子どもを施設に入所させたり、里親に預ける

などの方法により国や地方公共団体が養育するこ

とになる。さらに､最近では､国や地方公共団体は、

保護者が子どもの養育ができない場合に、保護者

に替わってこれを行うだけではなく、保護者が子

どもを健全に育成できるよう保護者を支援するこ

とも第2条に含まれると解釈されている。つまり、

行政と親とのパートナーシップのもとに、子ども

一人ひとりを健全に育成することが求められてい

るといえる。

第3条は、 「前2条に規定するところは、児童

の福祉を保障するための原理であり、この原理は、

すべて児童に関する法令の施行にあたって、常に

尊重されなければならない｣と定めている｡第1条、

第2条は児童福祉の原理（児童福祉を展開する上

でなくてはならない基本的な考え方）であり、こ

れらの原理は児童福祉法のみならず、児童福祉に

関するすべての法令を実施する際に尊重されなけ

ればならないと規定しているのである。つまり、

児童福祉に関する法律には、いわゆる児童福祉六

法と呼ばれる「児童福祉法｣｢児童扶養手当法｣｢特

別児童扶養手当等の支給に関する法律」「母子及

び寡婦福祉法」「母子保健法」「児童手当法」をは

じめ、様々なものがあるが、第3条の規定は、 こ

れら関係法律の中でも児童福祉法が児童福祉を推

進する上での基本的な法律であることを意味して

いるのである。
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3．子ども家庭福祉の諸分野

子ども家庭福祉施策は多岐に亘るが、一般的に

次の6つの分野に大別できる。

①要保護児童施策

保護者の死亡や失腺、虐待など、様々な事情で

保護者による養育が困難になった子どものための

施策である。具体的には､児童相談所による相談・

指導、児童福祉施設入所措置や里親委託などがあ

る。

②障害児施策

障害のある子どものウェルビーイングを保障す

るための施策であり、相談支援をはじめ、療育や

訓練などのための施設福祉サービス、ショートス

テイやデイサービスなどの在宅福祉サービス、各

種手当等の支給等､幅広い施策が講じられている。

③ひとり親家庭施策

母子家庭や父子家庭などのひとり親家庭は、就

労と子育てなどにおいて様々なハンディキャップ

を抱えている場合が多い。とりわけ､母子家庭は、

社会的、経済的、精神的に不安定な状況に置かれ

がちである。このため､母子福祉資金の貸し付け、

自立促進のための各種施策、生活相談・支援、児

童扶養手当の支給､母子生活支援施設の整備など、

種々のサービスが提供されている。

④母子保健施策

母子保健の立場から子どもの心身の健全な育成

を図るものである。母胎は、児童の健やかな出生

と育成を図る上での基盤となるため、妊産婦も対

象となっている。母子健康手帳の交付をはじめ、

妊産婦や乳幼児のための各種健康診査、新生児訪

問事業や未熟児訪問事業、フェニールケトン尿症

等の先天性代謝異常等の検査、未熟児養育医療や

小児慢性特定疾患治療健康事業などの医療援護

サービスなどがある。

⑤児童健全育成施策

すべての子どもの健全育成を図るための施策で

あり、具体的には児童館や児童遊園の整備をはじ

め、放課後児童健全育成事業（学童保育)、母親

クラブの活動支援、優れた児童文化財の推薦・普

及に向けた取り組みが行われている。

⑤保育施策

保護者の就労など保育に欠ける乳幼児への保育

を通じてその健全育成を図るサービスである。児

童福祉施設である保育所が代表的であるが、認可

外保育施設であるベビーホテルやベビールーム、

個別・訪問型の保育サービスを提供するベビー

シッター、保育者の自宅で乳幼児を預かる家庭的

保育など、多様な形態の保育サービスがある。

4．子ども家庭福祉の課題と施策動向

わが国の子ども家庭福祉は、終戦直後に制定さ

れた児童福祉法を基盤として発展を遂げてきた

が、少子・高齢化、都市化、核家族化の進行、共

働き家庭の一般化など子育て環境が大きく変化し

つつある中で、今、様々な課題を抱えている。家

庭における養育機能の低下に伴い、虐待問題や子

育て不安が深刻化しているし、家族成員間の情緒

的なつながりも希薄化しつつある。さらに、離婚

の増加に伴い、ひとり親家庭も増加している。ま

た、学校では校内暴力、いじめなどの問題が深刻

しつつあり、今や学校は子どもたちが安心して学

び遊べる場ではなくなりつつある。さらに、不登

校や中途退学も深刻な問題となっている。地域社

会における相互扶助機能も崩壊しつつあり、家庭

の孤立化の要因となっている。

一方､男女共同参画社会の実現､ノーマライゼー

ションと地域福祉の視点の強化、福祉サービス利

用者の権利擁護といった新たな理念の浸透をはじ

め、児童の権利に関する条約の批准、社会福祉基

礎構造改革、地方分権と規制改革、サービス供給

主体の多元化（官民の協働)、行財政改革などの

新たな政策動向は、子ども家庭福祉のあり方を根

底から揺さぶり続けている。このように、今子ど

も家庭福祉には新たな展開が求められているが、

以下、主な課題とこれに関連する施策の動向を概

観する。

（1）子どもの権利擁護

平成6年にわが国が批准した「児童の権利に関

する条約」 （子どもの権利条約）は、 「児童の最善

の利益への配慮」をキーワードとして、意見表明

権、集会・結社・宗教の自由など、可能な限りに

おいて子ども自身による能動的な権利行使を認め

る画期的なものである。本条約の批准に伴い、こ

れまで子どもを権利の受動的主体としてとらえて
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きた従来の子ども家庭福祉施策は見直しを迫られ

ることになり、例えば平成9年の児童福祉法改正

では、児童相談所が子どもを施設に入所させるな

どの場合には、当該子どもの意向を聴取する旨の

規定が新たに設けられている。以後、 「児童買春、

児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等

に関する法律」 （平成9年制定）や「児童虐待の

防止等に関する法律」 （平成12年制定）などが制

定されたほか、平成20年の児童福祉法改正では、

施設内での虐待等への対応方策が規定されるな

ど、子どもの権利擁護に向けた施策が推進されつ

つある。

（2）社会福祉基礎構造改革と児童の権利擁護

サービスの利用者と提供者との対等な関係を確

立するとともに、利用者の権利を保障することを

目的として、平成12年には社会福祉法が大幅に改

正され、福祉サービスの利用手続きにおいて従来

の措置制度（行政処分）が廃止され、サービスの

利用者と提供者が利用契約を締結し、行政は支援

費を支給する制度（支援費制度）に切り替えられ

るとともに、利用者の権利を保障するためのサー

ビス評価や苦情処理の仕組みなどが規定された。

子ども家庭福祉サービスにおいても、障害児等の

在宅福祉サービスが支援費制度の対象とされたも

のの、児童福祉施設への入所手続については、支

援費制度がなじみにくいとの理由から措置制度が

残されることとなったが、障害者自立支援法の施

行に伴い、平成18年10月から障害児施設への入所

についても原則的に支援費制度に切り替えられて

いる。

（3）少子化への対応と次世代育成支援

未曾有の少子高齢化は、わが国の経済や社会保

障制度などに重大な影響を及ぼすとともに、子ど

もの成長・発達に対する影響も懸念されている。

このため、国においては平成6年に「エンゼルプ

ラン」が策定されて以降、現在の「子ども．子育

て応援プラン」に引き継がれるまで、子どもを安

心して生み育てることのできる基盤整備に向け、

多様な子育て支援サービスなどの充実が計画的に

図られている。さらに、平成15年には「少子化社

会対策基本法」や「次世代育成支援対策推進法」

が制定され、一定規模の事業者に対し「次世代育

成行動計画」の策定が義務づけられるなど、官民

を挙げた取組みが求められている。

（4）児童虐待対策

児童相談所における虐待相談が急増するなど、

児童虐待問題が深刻化する中、平成12年には「児

童虐待の防止等に関する法律」が制定され、その

後二度に亘って改正されるなど、施策の充実が図

られつつある。しかし、虐待の予防、早期発見、

保護、家族再統合など虐待への対応には切れ目の

ない支援が重要であるが、これらを担う児童相談

所や児童福祉施設の体制があまりにも脆弱である

など、未だ多くの課題が残されている。

さらに､配偶者間の暴力問題（ドメスティック・

バイオレンス） も深刻化している。平成13年には

｢配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護に関

する法律」が制定されたが、親の暴力を日常的に

目撃することは、子どもの成長・発達にも深刻な

影響を及ぼすことから、平成16年の児童虐待防止

法の改正では、子どもの眼前で行われるDVは子

どもへの虐待に当る旨の規定が設けられている。

（5）社会的養護における家庭的環境の保障

虐待や親の失畭など家庭で暮らすことのできな

い子どもは、児童福祉施設や里親制度などの社会

的養護のもとに置かれる。わが国ではこのような

子どもの9割が施設入所し、里親委託される子ど

もは1割にも満たず、欧米諸国とは比率が逆転し

ている。子どもの健やかな育ちには暖かな家庭的

雰囲気の環境（特定の大人の愛情を安定的に独占

できる環境）が欠かせないが、大半の施設は大舎

制で職員も交替勤務であるため、このような家庭

的な環境とは言い難い現状にある。このため、平

成14年度には従来の養育里親に加え、障害をもっ

た子どもや虐待を受けた子どもを専門的に養育す

る専門里親が制度化されるなど里親制度の充実が

図られつつある。さらに、社会保障審議会児童部

会の提言等を踏まえ、施設内の生活単位の小規模

化やグループホームの抜本的な整備が進められる

など、家庭的養護の強化が図られている。

（6）発達障害者支援法及び障害者自立支援法

の制定

自閉症、アスペルガー症候群などの広汎性発達

障害、注意欠陥多動性障害(ADHD)、学習障害
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(LD)などの発達障害児・者に対する福祉サービ

スは、従来知的障害児者施策の一部として部分的

に提供されてきたものの、知的障害を伴わない場

合には施策の対象外とされるなど、十分な対応が

なされてこなかったが、平成16年の発達障害者支

援法の制定により、発達障害児者の自立と社会参

加等に資するための各種施策が展開されることに

なった。

また､平成17年には障害者自立支援法が成立し、

一部を除き平成18年4月から施行された。この法

律は、障害者の地域生活と就労を進め、 自立を支

援する観点から、これまで障害種別ごとに異なる

法律に基づいて提供されてきた障害児者（身体障

害者、知的障害者、精神障害者、障害児）の福祉

サービス、公費負担医療等について、共通の制度

の下で一元的に提供する仕組みを創設しようとす

るものである。本法については、障害の程度等に

よっては従前より費用負担が重くなる場合がある

こと、発達期にある児童を大人の制度に組み込む

ことには無理があることなどの理由から反対意見

もある。

:高橋重宏「改訂・子ども家庭福祉論｣、

橋重宏・才村純編、建帛社、 2006, p2

高注1
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｢子どもの福祉を守る実践と課題」～保育の現場から～

圓藤弘典（清水保育園園長）

この十数年、 「日本の子どもの育ちがおかしい」

と思っている教育関係者や保育関係者が増えてい

ます｡それは､子どもたちを取りまく環境が変わっ

ただけではなく、幼い頃からの育てられ方のなか

で、本来その子がもっているものと違った育ち方

をしていることを直感的に感じているからかもし

れません。また、現在社会問題となっている不登

校やいじめ、親殺しや青少年犯罪の凶悪化など、

思春期に現れる多くの問題点の要因が、幼少期か

らの不自然な子どもの育ち方にあるようにも感じ

ます。

思春期に問題を起こす多くの子どもたちに共通

する親子関係の亀裂や自己肯定感・自己受容感の

弱さなど、 自分の未来に夢や希望をえがけない現

代の子ども像は、戦後の効率重視の工業化や金銭

至上主義の高度経済成長とそれに続く景気低迷の

なかで、社会が失ってきたものを映し出している

社会の縮図です。そこには学歴偏重や自己実現中

心の学校教育の問題だけではなく、 もっと根の深

い家庭や地域での子どもの育ちそのものに問題が

あるようです。つまり、それは現代日本の大人た

ちの社会や生き方の問題であるといってもいいの

かもしれません。

ここでは、 I 「子どもの最善の利益」を再確認

するとともに、 Ⅱ 「子育ての現状と課題」で現在

の母親のおかれた現状と子どもの育ち方に焦点を

あて、 “母子カプセル”の問題と、それに伴う “接

近しすぎた母子関係"が引き起こす問題点に触れ、

Ⅲ「保育園での取り組み」では、それに対する解

決策として保育園で行っている地域子育て支援セ

ンターでの活動と「森の保育」を中心に、その実

践を報告します。

に使われるようになりましたが、ここでは4つの

権利が保障されています。

それは、 1°生きる権利、 2．育つ権利、 3．

守られる権利、 4．参加する権利です。これらの

子どもの権利が、すべての子どもの最善の利益を

考える意味で重要になってきます。

この「子どもの最善の利益」という言葉は、平

成20年3月に公布された保育所保育指針でも総則

の保育所保育の目的で取り上げられています。そ

こでは、 「保育所は、保育に欠ける子どもの保育

を行い、その健全な心身の発達を図ることを目的

とする児童福祉施設であり、入所する子どもの最

善の利益を考慮し、その福祉を積極的に増進する

ことに最もふさわしい生活の場でなければならな

い｡」とされています。つまり、保育所は、入所

した保育に欠けるすべての子どもに対して、子ど

もの最善の利益を守っていく立場にあるわけで

す。この他にも、保育は環境を通して行うもので

あることや、保育は養護と教育によって成り立っ

ていることが述べられています。また、今回の改

定では｢保護者に対する支援｣ということが加わっ

ています。これは、近年子育ての機能が低下して

きたことに対して、保育園に子どもを預けている

保護者と地域で子育てをしている人たちに対する

支援をしていこうというものです。

このように、 「子どもの最善の利益」を大切に

していかなければならないということが盛んに言

われていますが、今の日本では、本当に子どもの

最善の利益が保障されているのでしょうか。

このことについて、地域と家庭、子どもについ

てそれぞれの現状を振り返ると、地域では高度経

済成長の流れの中で地域組織が崩壊し、地域の子

育て機能が低下してきました。地域にあった「子

ども会」や「お子安講｣、 「婦人会」が、どんどん

解散している現状があります。

家庭では、お金が何でも解決してくれるという

I 「子どもの最善の利益」

「子どもの最善の利益」という言葉は、子ども

の権利条約を1994年に日本が批准してから一般的
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価値観が広がり、働き方や生活習慣が変わり、世

代間の貯蓄額や価値観にも格差が生じています。

家事が便利になる一方で､核家族化や離婚が進み、

父親の帰りは遅く、兄弟も少なくなり、家庭の子

育て機能は低下してきました。

子どもの遊び場は、都市化や環境破壊、車優先

の交通網整備によって消える一方です。農村部で

も移動は自家用車があたりまえで歩くことも少な

くなり、かつての里山は荒れて、すでに子どもの

遊び場ではなくなってしまいました。幼児が幼稚

園や保育園に入るのがあたりまえになって、地域

にあった縦割りの遊び集団はなくなり、年上から

受け継がれてきた子ども文化も消失しました。

これらの変化によって、子どもにとって育ちに

くい環境が広がってきたことになります｡しかし、

このことに対して、政治や社会は大きな政策方針

の転換を図らず、多くの場当たり的政策も効果を

示さずにいます。近年、子どもたちにおかしな現

象が現れ、いざ対策に取り組もうにも十分な財源

がない状態です。このような近代化と失政による

しわ寄せが、社会の弱者や子どもに集中してきて

いるのが現状です。

このことを確かめる意味で、国内における児童

や家族のために使われている税金の割合を外国の

先進国と比べてみます。OECD基準による家族分

野への社会支出の対GDP比(2003年）では、 日

本0.75％、アメリカ0.7％でヨーロッパ諸国の約4

分の1です（フランス3.02％)。出生率の高いア

メリカと少子化が進む日本が、同じような政策を

とってきたことになります。フランスは1980年以

降、家族関係への支出を約5倍にして対策を取っ

てきました。それに対して日本は約3倍です。フ

ランスが、 1995年以降出生率を伸ばしてきたのに

対して、 日本では出生率が下がり続けています。

最近では少し回復の兆しもあるようですが、今後

日本の出生率が回復する見込みはたっていませ

ん。

児童や家族に対する費用は、児童手当や家族手

当の他、保育施設の整備や保育所や幼稚園の運営

費として使われています。この費用の格差は、 日

本とヨーロッパ諸国での家族に対する子育て費用

の援助格差や、保育所における保育士1人あたり

が受け持つ子どもの保育士定数及び労働条件の格

差となって現れています。特に保育の現場に必要

とされている職員の配置や障害を持つ子どもへの

対応が日本では遅れています。このように、税財

源を子どもや家庭を援助するために使うかどうか

によって出生率にも大きく影響してくることが解

ります。つまり、子育てしやすい環境があってこ

そ、子どもを産もうと考えることは当然の結果で

あると考えられます。

次に、国内での現状では、公立保育所の運営費

や障害児に対する費用は一般財源化され、地域に

よって保育料や保育環境に地域格差が広がってい

ます。私立保育園はまだ一般財源化されていませ

んが、地方自治体によって入所基準や補助制度に

違いがあり、税財源の豊かさによる保育士の労働

条件や保育環境整備の地域格差も広がってきまし

た。特に財政的に逼迫した地方自治体では、私立

保育園への障害児入所に対する補助保育士配置へ

の対策がなされていません。このような実態か

ら、障害を持った子どもを保育園に預けようとし

た時、保育園側が受け入れを祷跨する大きな要因

になっています。軽度の発達障害を持った子ども

が増えるなか、そのような子どもを抱えた家庭で

は多くの困難に遭遇し、これを財政難だからとい

うことで切り捨てられている現状があります。こ

れらの結果、子育てしやすい地域への人口移動が

問題となっており、今後の大きな政策課題である

と考えます。

これまでのことから、 日本はすべての子どもに

最善の利益が保障された国であるとは言えそうに

ありません。

Ⅱ 「子育ての現状と課題」

（1）孤立する母親

現在子育てをしている母親は孤立しています。

これが、すべての問題の根本原因の一つであると

言ってもいいかもしれません。これは、小児科医

で現在大阪人間科学大学大学院教授原田正文先

生の研究による1980年の「大阪レポート』と2003

年の「兵庫レポート』という乳幼児健診でのアン

ケート調査結果の比較からのもので、現在の母親

は4ケ月児健診時で約3人に1人の母親が「母子
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カプセル」状態にあると述べられています。農村

部では近所に子育ての話をする人がいなくなり、

都市部では育児の手伝いをしてくれる人がいない

という現状から、母親の孤立化が全国的に進んで

きたことが明らかになりました。

それでは、 こういう母親たちが昼間の自由な時

間、子どもを連れてどこに出かけるかというと、

スーパーやデパート、実家などを排掴している傾

向があります。近頃では、幼児殺害事件などの影

響で公園などでも親子連れを見かけることが少な

くなってきました。近年では、子育て広場や子育

て支援センターへ出かける割合が増えてきていま

すので、今後少しは改善されてくると思います。

孤立した母親たちは子育てに自信が持てませ

ん。この傾向は、共働きの母親よりも専業主婦を

している母親に多い傾向です。また、 自分のやり

たいことが出来ないことに不満があり、 イライラ

することも多くなります。子育てに自信がないの

で、他人の目を気にしながら子育てをする傾向が

あり、他人の目を気にする母親ほど「誰もほめて

くれない」と思っています。この「ほめて欲しい」

という感情は専業主婦ほど高くなります。専業主

婦は子育てに専念する場合が多く、家事と子育て

が普通にできてあたりまえと思いがちですが、こ

れは大変な仕事です。仕事をしながら子育てをす

る場合は、 「仕事も子育てもあって、家事をこな

していくのは大変ね」となぐさめられたり、実家

の祖父母が手伝ってくれたりする場合も多いので

すが、専業主婦の場合は子育てと家事をこなして

もほめられることはめったにありません。子ども

と離れて過ごす時間もなく、ほとんど一日中子ど

もの世話をしながら家事をこなしています。当然

ストレスもたまるし､自分の時間がもてないのは、

仕事をしている場合よりつらいかもしれません。

このように、 日本の母親は一日中子どもと一緒

にいることでストレスがたまり、子育てに自信が

持てないことから、子どもの体罰に向かう傾向が

強くなります。たたいたり、つねったり、けった

りする体罰志向の母親が、 3才児では66％にも達

しています。体罰には即効性があり、感情のはけ

口になる場合が多く、エスカレートしていきます。

子育てにとって、体罰によるしつけは何も良い効

果を示しません。その子どもの人格を傷つけるこ

とによって、親子関係に亀裂が入り虐待へと発展

する可能性も少なくありません。そして、時には

取り返しのつかない事故を引き起こすこともあり

ます。このような状況は、児童相談所における児

童虐待相談対応件数の増加傾向がよくこれを示し

ています。

このような虐待事例は氷山の一角と思われがち

ですが、孤立した母親に育児が集中している現在

では、いつどこの家庭に起こっても不思議ではあ

りません。育児不安やストレス、子どもをあやし

たり面倒を見た経験の少ない人ほどその傾向が強

く、交通事故や犯罪を気にして安心して遊ばせる

場所もなく、友だちもいなくて話をしたり相談す

ることもできない場合など、虐待に向かう要因は

どこの家庭にもあると思いますO

このような孤立した母親が育児をしている状況

は、決して昔からあったわけではありません。か

つての日本では母親だけが育児をしていたという

ことはなく、子育ては祖父母やきょうだいが手

伝って行われてきました。また、生活の自立や社

会のルールも近所の遊び集団の中で育っていまし

た。そこには冒険やケンカなど、子どもが自ら育

つ要素がたくさんあったのだと思います。このこ

とは、 30年前の都市部でも同じであって、環境は

違うもののやはり子どもは子ども集団の中で育っ

てきたのです。それがこの40年足らずの間に状況

は一変してしまいました。人間が社会生活を行う

ようになってから何千年もの間、やはり子どもは

子ども集団の中で育ってきたはずです。その本来

の育ち方がこの40年の間で大きく変わってきてし

まったことになります。つまり、現在の孤立した

母親は、人類がいまだかって経験したことのない

状況の中で子育てをしていることになります。

（2）現代の子どもの育ち

次に、子どもに焦点を当てていきたいと思いま

す。まず、 「最近の子どもの育ちがおかしい」と

いうことで、保育園の現場で問題視されているの

は、①落ち着きのない子どもが増えた、②自分の

身の回りのことが自分でできない子どもが増え

た、③精神的・身体的に子どもが弱くなってきた

(年齢的に幼く感じる)、④人間関係をうまく作れ
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ない子どもが増えた、⑤キレやすい子どもが増え

た、などです。

実際に子どもの体の発育が、戦後、昭和から平

成にかけてどのように変化してきたかというと、

身体面では、身長や体重は上向きで､虫歯が減り、

感染症にもかかりにくくなってきています。生活

が豊かになり栄養面でも心配がなくなり、歯磨き

習慣も身についてきました。そのかわり、肥満が

増え、視力も低下してきています。次に、体力・

運動能力面では、敏しょう性が向上したものの、

瞬発力、筋力、持久力、柔軟性などが低下傾向を

示しています。子どもの体力低下の例として、小

学生の立ち幅跳びの年次推移が、 この30年下がり

続けていることがあげられます。

また、 自然体験では、虫を捕まえたり海や川で

泳いだりした経験がある小中学生が年々減ってき

ています。この他にも、 日の出や夕日・星空を眺

めた経験、山に登った経験など、すべての自然体

験調査項目が減少傾向を示しています。今の子ど

もたちは、 自分の部屋をもつことがあたりまえに

なり、 自転車、ラジカセ、ケーム機、携帯電話な

ど、持ち物が裕福になってきています。開放され

た環境で遊び回ることが少なくなった子どもたち

は、平衡感覚など環境に適応した身のこなしが苦

手で、落ち着きのない子どもの行動として現れて

います。

次に、就学前の子どもたちの遊び場ですが、 30

年から40年前は空き地や野山で遊ぶのがあたりま

えでしたが、 1990年～2000年の子どもの遊び場の

変化では、 自分の家と答えた割合が、 8.2％から

74.5％へ激増しています。友だちの家や公園、児

童館などで遊ぶことも少なくなり、子どもの行動

範囲が狭まり、家の近くでばかり遊んでいる状況

が短い間に進んできました。これほどまで短時間

に子どもの遊び場の変化が進んできたことは、非

常に大きな問題であると感じます。また、小中学

生でよく遊ぶ子どもも、異年齢から同年齢へ、 さ

らには近所の子や同じクラスの子と遊ぶことも

年々減ってきています。これも社会性が育ちにく

くなっていることの原因になっていると考えられ

ます。

友だちのケンカをやめさせたことでは、韓国、

アメリカ、 イギリス、 ドイツの子どもに比べて、

ケンカの仲裁をする子どもが日本では極端に少な

くなっています。これはいじめという問題が背景

にあるのかもしれませんが、道徳観や正義感が育

たなくなってきたことを示しています。また、幼

児の就寝時間は年々遅くなり、 2才児では60%も

の子どもが午後10時以降に寝ています。これは世

界的にも特異な傾向で、 日本の子どもの生活リズ

ムが大きく乱れていることを表しています。日本

では、大人の生活リズムに子どもが振り回されて

いる現状があります。また、眠気とキレたことが

あるかの相関関係では、寝不足の子どもほどキレ

やすいことが解っています。少年の家庭内暴力も

減る傾向にはなく、 しつけに対して反発する傾向

があります。

次に学校生活では、不登校になる児童生徒数が

急速に増えて、児童生徒総数が減ってきている現

在でも増加傾向が見られ、平成19年では小学校で

298人に1人、中学校では34人に1人となり、中

学校ではlクラスに1人不登校の生徒がいるのが

あたりまえになってきてしまいました。また、校

内暴力の発生件数も減る傾向にはなく、いじめの

発生件数は減少傾向にあるものの、いじめが陰湿

になり、携帯電話の「プロフ」などでの誹誇中傷

や見つかりにくい隠れた形でのいじめが進んでき

ています。

このような中で、子どもたちの学校への満足度

も学年が高くなるにつれて減少し、学校授業の理

解度も、学年が進むに従って低下していきます。

特に中学生の学習意欲の低下が進んでいて、学校

生活を楽しめない日本の中学生像が現れていま

す。この学習意欲の低下は、 日本の大学でも問題

になっており、 この将来に夢をえがけない子ども

像は、現代の日本の社会現象を象徴しているよう

です。

また、 2007年2月にユニセフが発表した子ども

の幸福度調査では、 日本の15歳の子どもの幸福度

が先進国中で圧倒的に低く、 「気まずくて、 自分

がいてはいけないような感じがする｣が世界1位。

｢私は孤独で淋しい」も世界1位で、OECD平均

の4倍で29.8％の15歳中学生が孤独を感じている

ことに多くの教育者が衝撃を受けました。
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離婚や夫婦不仲、貧困なども間接的な影響を与え

ているようです。

また、先述の「兵庫レポート」からですが、 自

己効力感の高い母親ほど子どもの発達が遅れてい

るという意外な結果が得られました。簡単に説明

すると、学校や会社で有能な女性は、孤立しやす

く子育てに問題を抱えやすいことを表していま

す。

このことに関連して、芹沢俊介著「親殺しj

(NTT出版）では、近年の親殺し事件から「親殺

しには子殺しが先行している」と述べられていま

す。つまり、 自己効力感の強い母親は完壁志向に

なりがちで、子どものためを思って教育家族をめ

ざす傾向にあります。学歴が子どもの将来の夢の

ためであると思いこみ、 自分が世間からよく見ら

れることを気にして学力主義に子どもを無理強い

した結果、ある時親子の絆がキレて子どもが反乱

を起こす事例が報告されています。その結果とし

て、悲惨な事件に発展することもあるということ

です。また、離婚や対人関係にもその要因がある

ということです。

このように親殺しに発展しないまでも、思春期

に危機を引き起こすパターンがいくつかあること

が解ります。孤立した育児環境が接近しすぎた母

子関係となり、そんな中で溺愛や放任といった両

極端の育て方に偏り、完壁志向が過干渉となって

子どもの居場所を奪い、子どもが反乱を起こすパ

ターン。また、甘やかしから過保護になり、わが

ままな子どもに育って、親の暴力から非行に走る

ケース。そして、放任から育児放棄、虐待に発展

するケース。放任していて子どもの言いなりに

なっていると、愛情不足から子どもが反発して暴

力や非行に走るケースなどがあることが解ってき

ました。

これまでの、母親の孤立から生じた接近しすぎ

た育児環境が引き起こす子どものパターンを一覧

表に整理すると次のようになります。

これまでの現代日本の子どもたちの現状をまと

めてみると、

①体力・忍耐力が低下している

②自然体験・生活体験が不足していて、落ち

着きがない

③部屋の中で、少人数でゲームをして遊ぶ子

どもたち

④生活リズムが乱れていてキレやすい子ども

⑤友だち関係が希薄で社会性が育っていない

⑥いじめ、暴力、不登校が思春期に増加する

⑦思春期の孤独感、学習意欲の低下があり、

不安が増加している

つまり、 「思春期に危機を迎える子ども」像が

浮かび上がってきました。

（3）思春期に危機を迎える子どもの幼児期

そこで今度は、思春期に危機を迎える子どもた

ちの幼児期の育ちを探ってみると、少年非行に

走った子どもたちの育ちでは、溺愛が約62％と最

も高く、次が放任の約22％となっています。溺愛

するのは母親が約70％で最も高く、次が祖母に

なっています。この資料は、少年院法務教官と保

護観察官をされてきた相部和男著「非行の火種は

3歳に始まる」 (PHP文庫）によるものですが、

溺愛から非行への直線コースがモデルとしてあげ

られています。親の「甘やかし」が､子どもの「わ

がまま」につながり、口やかましく注意しても言

うことをきかない子に育ちます。親がかっとなっ

て暴力をふるうと家がおもしろくなくなって、非

行に走るというパターンです｡これに似た現状が、

今でも多くの親子に見られると思います。

次にキレる子どもの生育歴に関する研究です

が、平成14年の文部科学広報によると、キレる子

どもは圧倒的に男子が多くなっています。最も事

例が多かったのが「耐性欠如型約70%」で忍耐力

の育っていない子ども像を象徴しています。生育

歴に関する要因では、 「家庭での不適切な養育態

度」や「家庭内の緊張状態」が多く、 「過度の統

制｣、 「過保護｣、 「過干渉」など、 またこれらと対

時する「放任」や子どもの「言いなり」という両

極端にある養育態度がキレたことの要因になって

います。この結果は、先ほどの非行少年の溺愛と

放任の育て方と数値的にもよく似ています｡また、
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本堂を開放して月曜日から金|曜日まで実施し、土

曜日は当保育園で活動します。一日平均15組ほど

の利用者がいます。活動としては、親子の遊び場

提供と母親グループの立ち上げ支援、各種育児講

座の開設、園庭開放、公園や自然の中でのグルー

プ活動、おしゃべりや食べることを楽しむ食育活

動、育児相談や育児情報の提供などです。

たくさんの活動の中から、ここでは母親の友だ

ち作りとして導入しているNPプログラムについ

て紹介します。

子育て支援センターの活動というと、いろいろ

なイベントを企画し、子育ての方法をよく知らな

い母親たちに講座を開いて何かを教えてあげよう

と考えがちですが、母親たちのニーズをよく考え

なければ活動がうまく展開できません。アンケー

ト調査から、ここに集まってくる母親たちは、悩

み相談や育児を教えられることよりも、おしゃべ

りする機会や友だちが欲しくて参加する人が大多

数です。全国社会福祉協議会での調査（｢保育所

と地域が協働した子育て支援活動」調査研究報告

書平成20年3月）でも、気軽に行けて、安全で

自由に遊べる場所や友だちを求めていることが解

ります。

友だち作りとして導入しているのがカナダの

ノーバデイーズ・パーフェクト （完壁な人なんか

いない）というプログラムで、友だちを増やし自

分の長所に気づいて子育てに前向きになるように

考えられた、 とても有効なプログラムです。この

指導には資格が必要ですが、支援センターの2名

の職員がこの資格を持っています。

母親が仲の良い友だちになることで、ちょっと

した相談事や子育てで困ったことは、 日常会話の

中で殆どが解決されていきます。やはり深刻な相

談や難しいことは、センター職員が対応します。

またこのグループではそのルール作りをして約束

をみんなが守り、準備も協力しながら活動を展開

することが大切です。重要なポイントは、実家の

ような雰囲気作りとお母さんたちが主役になるこ

とです。このような活動が活性化してくると、次

第に様々なグループができ、別のグループへと卒

業していきます。中にはサークルを作って活動を

始めたグループもあります。現在、コーラスやエ

思春期に危機を引き起こすパターン

Ⅲ「清水保育園での取り組み」

（1）子育てにおける課題と対策

子育てにおける課題と対策

錘直穆q[冒蕊露悪願1
忽一旦

|謡墨零嘉藤 q⑮夢
且F蒔雨唾趣子育て支援センター

鑿蕊
母子遊び空間の創設
グループたち上げ支援
友だち作り(NPプログラム）

ノ ゞ…”
子育て相談
生き甲斐の創設

保育園

体育指導
生活習慣

｢森の保育」

自然体験

生活体験

父親の協力

子育て支援センター

母子遊び空間の創設
グループたち上げ支援
友だち作り(NPプログラム）
子育て相談
生き甲斐の創段

Ｊ
ｑ
Ｌ
■
Ｉ
■
Ⅱ
‐
１
１
１
１

これまで述べてきた子育てにおける課題は、母

親の孤立の問題と子どもの育ちの問題に分けて対

策を講じる必要があります。

保育所での取り組みとしては、母親の孤立の問

題を解決する取り組みとして地域子育て支援セン

ターでの活動があげられます。また、当保育園で

は実施していませんが、一時預かり保育や病後児

保育も有効な手段であると思われます。

もうひとつの子どもの育ちの問題に対する取り

組みとしては、 「森の保育」での自然体験活動や

生活体験を通しての保育実践があげられます。

（2）地域子育て支援センターの取り組み

当保育園では、平成16年4月より地域子育て支

援センター「おひさま」を開設して、地域で子育

てをしている母親を中心とした子育て支援活動を

展開してきました。お寺にある園長自宅の母屋と
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の五感を通じて神秘さや不思議さに目を見はる感

性が育ち、興味や発見から感動が生まれ、意欲を

持って取り組む姿勢が育まれます。そして、その

意欲が保育活動に生かされ、想像力が豊かになり

創造性へとつながっていきます。また、森や里山

の中では忍耐力や集中力、運動能力、触覚や平衡

感覚、環境や生命の大切さ、弱い人を助ける連帯

性、危険を回避して対応する身体の動きが身につ

きます。自然の中でのケンカやトラブルを経験

し、新しいことに挑戦するなかでリーダー性も育

ちます。そして、集団が目的を達成するためには

ルールに従うことが大切だということにも気づく

ようになります。つまり、体力や忍耐力、感覚や

感性、そして社会性の基礎が育つわけです。森や

里山は、身体機能やコミュニケーションの訓練の

場として、 また感性を豊かにする場として最適の

環境であると考えています。

このような活動を通じて、子どもたちの成長に

も大きな変化が現れてきました。それは、子ども

が描く絵や会話の豊かさ、運動能力や活動への意

欲として現れてきています。人間の進化の過程は

森と共に生きることであり、採集や狩猟、農耕を

通じて創りあげてきた文化や生活体験が現代人の

DNAの中にも刻み込まれているはずです。そし

て、子どもの成長や発達は、 自然の中での遊びを

通じて、その歴史や文化を再現するプロセスに

よって促されていくのではないかと考えられま

す。

私たちが近代化の流れのなかで失ってきたもの

は具体的に何であるのか。そして、それを取り戻

し、未来を担う子どもたちのために今必要なこと

は、大人たちが何をすることなのか。それらを見

つけるためのヒントとして当保育園での実践を紹

介してきました。社会福祉に従事する私たちに

とって、現在の社会や政治に対して、今まで以上

に大きな声でメッセージを送ることが必要であ

り、それが私たちの責任でもあると考えます。

アロビクス、 トールペイントなどの活動グループ

があります。このような活動が母親の生き甲斐へ

とつながればと考えています。

このような母親の友だち作りは、子どもが小さ

い時に知り合っておくことがとても大切です。仲

のよい母親グループができれば、子どもが小学校

や中学校で問題を起こした時にも解決することを

手伝ってくれるようになります。子どもたちの育

ちを母親たちのグループが見守ってくれるように

なることで、子どもたちの思春期問題の解決にも

役立ち、母親の安心感にもつながると思います。

今後もこのような活動を通じて、子どもたちの育

ちを支えてくれる仲間を増やしていきたいと考え

ています。

（3） 「森の保育」の取り組み

子どもの育ちの問題については、 まず生活リズ

ムの乱れと体力、身体機能や忍耐力の減少が上げ

られます。また、友だち関係が希薄で社会性が育

ちにくい環境にも問題があります。思春期に起こ

る様々な問題や孤独感、学習意欲の低下の問題で

は、幼少期からの育ちの中で子どもが過剰なスト

レスを抱え、 自分の意欲や自分の希望を主体的に

生きることが育ちにくくなっているのではないか

と考えられます。このことは、子どもの自己肯定

感や自己受容感の弱さに原因があるようです。

その要因として、幼少期の子どもが親や大人の

監視の目から自由に解放されて過ごす時間が急速

に少なくなってきたことがあげられます。母子カ

プセルや教育家族、子どもの安全第一主義の幼稚

園や保育所のもとで、大人の監視や評価の目なざ

しに過剰適応する子どもたちには、 自分を主体的

に生きようとする自己肯定感が育ちにくくなって

いると考えられます。

当保育園では、このような子どもの育ちの問題

に対して、 「森の保育」を導入して対応を進めて

います。 「森の保育」では、開放された自然空間

の中で、子どもたちが自由に活動することを通じ

て生きる力が育っていきます。そこでは、子ども
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障害のある子どもの家庭福祉の現状と課題

～知的障害児施設の立場から考える～

田中 齋（桐友学園／知的障害児施設）

はじめに

戦後、児童福祉法が昭和22年に制定され、知的

障害児施設（以下、児童施設と記す）が法定施設

として位置付けられ60年余り経過し、その間、障

害のある子どもの保護を目的として障害種別に応

じた入所型施設が設置されてきた。子どもの福祉

は、戦後の処理でもある戦災孤児や貧困の状況の

なかで「児童憲章」の理念、児童福祉法による児

童の健全育成を国の責任として施策が推進されて

きた。そして、 日本は今、超高齢・少子化社会と

なり少子化対策が国の重点施策となる等子どもを

巡る課題は変遷し、平成18年10月には障害児施設

に直接利用契約方式が導入された。本稿では児童

施設の立場から施設を利用する子どもや家族の現

状と課題から今後の障害児福祉の在り方を考えて

みる。

換したことによる。その結果、児童施設の減少に

より地域立地の広域化が進み、児童期の療育資源

が身近な地域から姿が消えてきた現状にある。

児童施設を巡る課題

児童施設の推移をみると施設に対するニーズ

は、その時代を背景したものがあり、当初、施設

は教育の代替機能に期待され、施設での実践は戦

後の知的障害児教育の先鞭をつけたとも言えるく

らい24時間を通じて生活、教育、生産（労働）を

一体的に提供する総合的な療育機能を担ってき

た。ある意味で自己完結・閉鎖的との批判も受け

ながらも実践してきた事が障害の重い子どもの教

育を切り拓いてきたといえる。昭和54年の知的障

害児教育の義務制により、児童施設の役割が大き

く変わるとともに障害児を巡る課題も変化してき

た。また､障害児に対する地域の乳幼児健診体制、

医療，療育、福祉の体制が整備され、特に障害児

教育が特別支援教育として幼児期から学齢期まで

の支援や家庭．家族支援も充実してきた。

しかし、近年、子どもの課題として児童虐待、

いじめ、 自殺、不登校、犯罪の低年齢化等々多様

な状況が指摘され、これら家庭問題と密接に関連

し、育て難いといわれる障害児の家庭はより深刻

な状況にある。経済大国と云われ、豊かになった

社会のなかで児童虐待、不適切な養育による社会

的養護を要する子ども達が増えてきている。物の

児童施設の現状

児童施設（表l)は児童福祉法第2条にある公

的責任として国・自治体や民間法人が施設を設置

し、法施行時18施設が昭和52年に352施設となり、

その後は減少し始め平成19年、 251施設となって

いる。この児童施設の減少は、養護学校の義務設

置により施設の教育代替機能が終え入所児童が減

少し、 また在所延長規定による満18歳以上の方が

増加し、在籍数の約40％に及び、児童施設が成人

援護の代替機能を負うことから成人援護施設に転

表1 施設数・定員・現員の推移
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昭和30年 40年 50年 52年 60年 平成7年 19年

施設数 75 219 349 352 321 295 251

定員数 4,281 15，124 27,022 26,237 22,096 17,776 11,212

在籍数 4,382 14，126 22,758 21,960 18,622 14,597 9,423



る。性的虐待も10%ほど見られ、その多くが女児

である。

具体的な事例をあげてみると

・母子世帯で子どもが就学すると学童保育で障害

を理由に預かってもらえない。

・父子世帯で母親が亡くなり、養育できない。

・両親間で家庭内暴力等から出会いサイトで知り

合い家を出て行った。

・借金で両親とも行方不明となり祖父母・親戚に

預けられた。

・産後うつ病等精神的不調で子育てが困難となり

養育放棄の状態になった。

・父親が自分の子（女児）に性的ないたずらを続

けた。

・子どもの行動等不適応行動に対応できずに養育

が困難となる。

・思春期以降は体格･体力が親を超え抑えられず、

時には攻撃の対象となる。

等々さまざまな実態がみられ、家庭を支援する制

度の立ち遅れや養育者である母親への有効な支え

の少なさ、孤立した養育環境により子育てが困難

となる状況がみられる。

豊かさに比して「こころ」の貧しさが指摘される

社会状況は､近年様々な角度から「子どもの貧困」

の問題等が指摘されている。

児菫施設の措置（利用）実態

前述のような状況は、児童施設の入所実態から

も指摘でき、施設が子どもを保護するシェルター

の役割が大きくなってきている。これらの実態に

ついて（財）日本知的障害者福祉協会発達支援部

会児童施設分科会（以下分科会と記す｡）の調査

から概観してみる。

児童施設の入所理由（図1:複数回答）は、 「保

護者の養育力の低下による」が最も多く、次いで

｢虐待｣、 「離婚・死別」等となっている。ひとり

親世帯の養育困難、特に母親の精神疾患等による

養育困難さによる不適切な養育、養育放棄の虐待

となる事例も多く見られる。障害児の虐待に関す

る調査研究も少なく、その実態が不明であるが分

科会等が平成16年に実施した調査では、児童相談

所が認定した被虐待児が10%余り、施設が判断し

た事例を含めると約15%である。 18年度入所児童

の調査では22.6％で、年々増加傾向がある。これ

を虐待類型（表2）でみるとネグレクトが半数、

次いで身体的虐待が多く、養育放棄的な状況と叩

かれたり等の身体的虐待が重複した状況がみられ

子どもの育ちへの影響

このような家庭基盤を背景にして入所する子ど

鋤

親の離婚･死別一離強一

家庭の経済的理由＝243」
爆腫者の疾病出産零獅；
保護者の養育能力面からF

睡

虐待によるー′試減

きょうだい等家族関係から
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その他
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図1 入所理由（19年10月）
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表2虐待の状況

人数 身体的虐待 性的虐待 ネグレクト 心理的虐待 その他

324 107 32 153 28 5

100％ 33％33％ 9.9％ 47.2％ 8.6％ 1.5％
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図2子どもの状況（19年10月）

関係が育たないことや適切な養育が欠けることに

よる発達の歪みは、障害児においても「こころ」

の育ちが課題となっている。

もの年齢は、 5歳までの幼児が7.4％、 6歳から

11歳が32.8%、高校段階が32.4%で、 40%余りが

小学段階まで家庭から離れている。思春期以降が

60％とそれまでの家庭養育に行き詰まり施設に預

けている。また、子ども達は、幼児期からの愛着

関係が育たず､安心感を得られないため「こころ」

の安定が育ち難い事から社会性、適応行動が獲得

し難い状況が見られる。

この状況について分科会調査（図2）では､｢身

辺の生活習慣の未自立でその獲得が課題となる」

が41%、 「情緒・行動面での課題の改善を要する」

が18.1%、 「行動障害が強く養育困難な状況」が

5.4％、中には親への乱暴・攻撃的な行動を示す

こともみられる。これらの事は不適切な養育によ

る環境要因が主であるか、障害に伴う能力の問題

かの因果関係を証明することは困難であるが、こ

れらの様々な要因が複雑に絡んだ養育過程での成

長発達の歪みとして捉える事が出来る。

障害児と家庭に対する支援

障害児に対する施策は、乳幼児健診による早期

発見、その後の幼児療育体制として通園施設・児

童デイサービス等が整備されている。保育所や幼

稚園での障害児の受入れが進んでいる。近年は広

汎性発達障害、 自閉症、ADHD等知的障害を伴

わない発達障害に対する療育が課題となってい

る。幼児期の療育機関においても親への支援の重

要性が指摘され、子育ての知識・方法に対する指

導、母子訓練の必要性が再認識されている。子ど

もに対する療育と同様に親への適切な養育方法等

の支援が必要となる背景には、子育て力の低下が

云われている。子育て力の低下は、 日本の経済・

社会構造に変化により都会への一極集中、核家族

化、世代間の関係性の希薄さ、親の就労、住宅事

情等さまざまな要因が複雑に絡み合い、特に母親

の子育てに対する濃密な支援が必要とされ、些細

なきっかけにより養育放棄や虐待に陥りやすい不

安定さが伺える。これらの結果として家庭養育が

困難となって児童施設に入所することになる。

その意味では、児童施設に入所する原因・背景

から障害児と家庭に対する支援が現状の施策・支

援体制の課題として指摘できる。特に学齢期は、

登校の付き添い、外出時の同性介護を要する付き

添い等においてもホームペルパーの利用が難し

い、放課後の遊び相手・遊び場がない等、親の体

調が悪くても使えるサービスがない孤立した状況

被虐待児童の状態を通して

別の調査（平成16年調査）をみると被虐待児

童の施設入所後の特徴は、 「年齢に応じた基本的

な生活習慣が確立していない」（22.0％）が多く、

次いで「衝動性が強く、自分の気持ちをコント

ロールできない」 (19.4%)、 「思い通りにならな

い時、激しい攻撃的言動や破壊行動が見られる」

(19.0％)、 「対人関係に問題があり、他の子ども

から孤立する傾向がある」 (13.3%)、 「些細な刺

激に対する過剰な防衛的もしくは攻撃的反応がみ

られる」 （11.3％）等情緒、行動面の課題がある

ことが示された｡幼児期からの子どもが愛着行動．
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務では子どもの願いに応えられず、濃密な人との

関係を確保しながら子どもの育ちを支援する事が

児童施設の課題となっている。これらの改善を図

り、子ども達が安心して暮らし、その発達を保障

する施設体系に再編されることを強く望んでい

る。

がある。学齢児の放課後は、放課後健全対策事業

(学童保育）での障害児の受入れが十分な実態に

ない。障害児の場合、高等部までの12年間通じて

支援が必要であることから現行の学童保育や児童

デイサービス事業の位置づけがニーズに応えてい

ない現状にある。

今後の障害児支援の方向性

平成20年に厚生労働省は、障害児支援の見直し

に関する検討会を開催し報告書をまとめた。身近

な地域における支援、ライフステージの切れ目な

い支援をキーワードに障害児施設の一元化等の再

編、放課後型デイサービスの創設、 きめ細かな家

族支援等児童福祉法の枠組みでの支援体制が検討

されることになる。特に幼児期からの療育体制、

家族支援体制の整備は、 さまざまなニーズに対応

した子育て支援の総合的な施策でなければならな

い。そして子どもは可能な限り家庭で親と共に暮

らすことが可能となる支援策の構築が望まれる。

おわりに

冒頭に平成18年10月の児童福祉法の改正によ

り、障害児施設に直接契約制度が導入されたと述

べた。その結果、行政の権限による「措置」と保

護者と施設が直接契約する「契約」の二つの制度

になり、その適用判断は都道府県により格差が生

まれた。児童施設の利用の実態から児童福祉とし

て公的責任で対応すべき事例も契約としたことか

ら、施設関係者は、戦後積み上げてきた障害児福

祉の後退との問題提起をしてきた。障害児とその

家族に対する支援は、児童相談所等の公的機関が

先頭になって、今後も子どもの福祉、いのちを守

ることを願って報告とする。

児童施設のこれから

児童施設における支援は、いろいろな事情で家

庭から離れて施設で暮らす子どもに対して可能な

限り家庭に近い環境での生活の質を担保するもの

でなければならない。しかし、児童施設の職員

基準数は児童43人に1人の割合であり、 24時間を

フォローするには人手不足であり、 2対1以上の

配置が必要である。また、居住空間も出来るだけ

小規模な構造に転換し子どもの育ちを保障する必

要がある。特に虐待を受けた子どもには、心の安

定を軸とした信頼できる人との関係を再構築する

事が求められている。細切れなローテーション勤

引用文献

(財） 日本知的障害者福祉協会

1.平成18年度全国知的障害児施設実態調査報告
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3．平成20年度知的障害児施設緊急調査I ･Ⅱ報
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4．厚生労働省「障害児支援の見直しに関する検
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｢根付け！ 子どもの権利条約」

味岡尚子（つぼみの会会長／1型糖尿病）

はじめに

1989年11月「子どもの権利条約」は、国連総会

で採択され、 日本では1994年4月国会で批准され

5月に発効しました。

国連で採択されたときに、わたしは大きな喜び

と期待でいっぱいでした。

世界の国々ではどんどん批准している現状を見

るにつけ日本ではまだ批准しないのか…と、 まだ

かまだかとの思いでした。

日本では、国連採択からその5年後には批准さ

れましたが、当時私たちは「子どもの権利条約」

の趣旨が、 日々の生活の中で生かされることと共

に制度として保障されるように願い、内実がとも

なうかたちでの実現を！と学習や運動を展開して

いました。国会議員への働きかけ、国会傍聴、市

民にひろげる為の集会・学習会と、仲間たちと連

日連夜集まって精力的に活動していました。

わたしは、朝早<に出かけ、夜中に帰ってくる

という日が続き、わが子と顔を合わすのは、朝の

短い時間だけでした。

そんな時、子どもは体調を崩し、のどは渇きト

イレに頻繁に通い、 3日間で体重は5kg減少し、

近所の「医院にいってきた」とのことでした。

翌日夕方に血液検査の結果が出るので、医師

の指示に従いわたしが聞きに行くと、血糖値が

679mg/dlといわれ、大学病院への紹介状を渡さ

れました。

一夜おいて朝早く病院へ行きましたが、その日

の夜は、 とても長く感じたのを今でもはっきりと

覚えています。子どもは、気持ちが悪くなり何度

ももどし、おなかが痛いと苦しむので、わたしは

一睡もしないでずっとおなかをさすっていまし

た。あまり苦しそうなので、救急車を呼ぼうか？

と何度か声をかけたのですが、拒否をするので、

朝が来るのを待って病院にいきました｡その時は、

ほとんど歩けず、今思うと昏睡一歩手前だったの

かなあと思います。

わが子が「1型糖尿病｣になって

「1型糖尿病｣と診断されたのです。 1991年のこ

とです。

1ヶ月間の入院生活でした。子どもはちょうど

浪人していた時なので、学校を休むということも

なく、いい時期だったのかもしれません。それは

進路に関してもいえるのです。大学で物理を学び

たいとの希望でしたが、病気になったことで「人

口膵臓を自分が作ればいいんだ！ 」と言って進路

を生命理工学部に変更していました。発症したの

が9月と受験までまだ余裕があった時期だったの

が味方をしてくれたのかもしれません。

いま、人口膵臓の研究はしていませんが、病気

になったおかげで研究活動を続けています。

｢1型糖尿病｣の子どもの親になる

一方、わたしは「1型糖尿病」という病名を知

らなかったことと、その病名の人に出会ったこと

がなかったため、 とても戸惑いました。

発症当時は、理不尽に感じていたのだと思いま

す。何か助成を受けられるのではないかと思い、

保健所に電話をしたことは、今でも鮮明に覚えて

います。

わが子は当時18歳になっていたために、小児慢

性特定疾患の対象ではないと言われたのです｡ 17

歳までに発症した人でも18歳の誕生日を迎えたか

らといって、状況が昨日までと何も変わらないの

に打ち切られるのはおかしい！ と、そのことのほ

うが気になってしまいました。小慢対象外のわが

子にたいしては「合併症になったら、助成は受け

られるようになりますよ」と言われ、 『早く合併

症になりなさい！ ！ 』 といわれたように感じてし

まいその言葉に憤慨したのを思い出します。ちょ

うどその頃、新聞にl型糖尿病のことが載りまし
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た。早速、記事を書いた記者に電話をして、私の

思いを聴いてもらいました。その時にもっともっ

と大変な病気があり､難病指定が受けられないで、

つらい思いをしている人たちのことも知ることが

できました。

また「つぼみの会家族講習会」開催のお知らせ

の記事も目に留まり、そこに参加しました。

その時に初めて同じ病気の子どもや親に出会う

ことができ、それがきっかけで「つぼみの会」に

入会し運営委員や代表をやらせてもらいました。

そのことは、多くの親や子どもたちと出会うこと

になり、その後のわたしの活動に活かされていま

す。

きから親が先回りをして対処をしてきたので、お

となになっても低血糖状態が自覚できず、本人が

対応が出来ない｡』｢親が､(子どもを信用できず？）

管理したがったり、実際に管理をする｡」という

ことが、 よくあります。

話を聴くと、 「子どもの権利条約」が調ってい

ることが、 とりわけ大切に思えました。

それは、従来の権利保障は子どもにとってなに

が最善であるかについて、すべておとな側が考え

決めていたのに、 この条約は、何が最善かの判断

基準を子ども自身の思いや意見を加えるように求

めているところです。

このことを大切にすることは、子どもの自立・

自律につながり 「l型糖尿病」をハンディととら

えず、 自分の人生を自身で切り拓いていけると感

じました。

但し、他のハンディも一緒に持っているために

自己コントロールが自分自身で出来ないというこ

ともあります。そんな場合は、そのハンディを克

服できる支援を整える必要があります。

しかし、あくまでも第1次的養育責任は親にあ

ることを肝に銘じて、国や自治体は援助をするこ

とが不可欠です｡このことは､｢子どもの権利条約」

で謡われています。

｢子どもの権利条約」ってホントに大事！

「l型糖尿病」は、体内でインスリンが作れな

いので、 1日4回注射などで補うのが一般的です

が、毎回きちんと注射をし、時にはインスリンの

量も調節をしなければなりません。そのため、 自

己コントロールが大事になってくるので基本的に

は自己決定力を身につけることが、健康といわれ

ている人よりちょっぴり大切になってきます。

それにはまず本人自身が、病気を受け入れるこ

とが何よりも大事で、それには親が子どもの病気

を受け入れることが前提になります。初めて病名

を告げられた時の対応で、その後の、親子の病気

に対しての向き合い方がちがってきます。

「1型糖尿病」の子どもや親の話に「小さいと

以上はハンディがあろうがなかろうが、すべて

の子どもに当てはまることかもしれませんが、わ

が子が「1型糖尿病」になって､感じたことです。
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｢自閉症児の親として思うこと」

竹蓋伸六（千葉県自閉症協会副会長）

I 「子育て支援」というけれど

自閉症の子どもを持つ親は、 「子育ての困難」

に悩みます。問題行動の対応に疲れ果て、将来へ

の不安も高まるばかりです。対応がうまくいか

ず、本人が強い行動障害を引き起こすようにな

ると、家庭生活が維持できなくなります。私た

ちは経験上感じていたことではありますが、近

年、発達障害が注目されるにあたり、虐待、ネ

グレクト、家庭内暴力、引きこもり等との密接

な関連が指摘されております。これは「子ども

が発達障害である可能性」というだけでなく、

保護者自身にもそのような要因があるというこ

とも、支援関係者が気づいているところです。

「困難な子育て」の経験を持つ、私たち自閉症

協会は、 日頃より行政に対し、本人のみならず家

族支援の必要性を訴えております。私たちが住む

千葉県でこのたびまとめられた「第四次千葉県障

害者計画（平成21年1月)』においても、 「障害の

あるこどもたちのための施策の展開」に家族支援

の必要性が述べられております。また、少子高齢

化の中、 「子育て支援」が自治体行政の重要な施

策として取り上げられておりますが、その具体的

な施策については、 自閉症を含む発達障害を持つ

子どもとその家族に配慮されたものでなくてはな

らないと考えております。身近なこととして、 自

分の住む地域が合併によって新しい市に移行した

機会に､市の総合計画の方向性の中に「家庭問題、

障害等の困難を抱える子どもに対する支援体制の

整備」という文言を入れてもらうことができまし

た。その上で事業として「成長や発達に気がかり

な子どもを支援するための子育てネットワークづ

くり」を提案いたしました。しかしながら、母子

保健、児童福祉、障害者福祉、学校教育の縦割り

行政の中では、なかなか具体化していきません。

Ⅱ我が子は自閉症

私は、子どものことは妻任せの「ダメおやじ」

なのですが、そのくせ口先だけは達者なせいで、

人前に出る仕事は妻の代わりにやらされておりま

す。本稿もそのようなものでありますことを皆様

ご承知ください。

さて、私の子どもは伸一郎という名前です。知

的障害を持つ自閉症です。平成4年生まれの現在

養護学校（千葉県では特別支援学校）の2年生で

す。伸一郎が､3歳前のあたりから「言葉がない」

｢様子が違う」ということから「自閉症ではない

か」という不安が頭をもたげてきたのですが、地

元に専門の医師が居らず、はっきりとした診断が

出ない。このあたりの親の気持ちを、 自閉症協会

の親の仲間は「真綿で首を絞められるような苦し

み」と表現していました。だんだん、わが子が自

閉症であると言う不安が現実の確信に変わってい

く過程。いや、違う、 自分の子は普通だ、信じた

い気持ちがどんどん裏切られていく。父親でさえ

こうだから､母親はもっとつらかったと思います。

0企岱.ロ

Ⅲ支援のない地域

私の住む千葉県の東部の町においては、行政も

民間もこのような状態の保護者をサポートするよ

うなシステムは全くありませんでした。 「こだわ

り」 「多動」「異食」「パニック」「言葉が出ない」

｢言葉が通じない｣、宇宙人のような「わけのわか

らない我が子」をどう育てたらいいのか、教えて

くれる人はいませんでした。
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的障害をもつ伸一郎の進歩に大変役立ちました。

もし親がこのやり方に気がつかなかったら、現在

の伸一郎は自閉症の二次障害で大変困難な状態と

なり、親の私たちも人生真っ暗だったのではない

かと思います。結果的に視覚優先の本人は「声か

け」より「文字による提示」の方が理解しやすく、

スケジュールを理解する事によって、先の見通し

がつき不安感が払拭され、問題行動が減少してい

きました。

将来の自立に向けて､ルーチンによる身辺自立、

ワークシステムによる自立課題や家事手伝いの習

得を、視覚支援によって行っていきました。本人

は、環境にさほど過敏ではない（とはいっても自

閉症にしては、 という程度）ので部屋の構造化な

どは行ないませんでしたが、机周りは自立課題が

できるようにワークシステムをセットしました。

そのような中､まさしく 「藁をもすがる思い」で、

近くはない市で行っている幼児教室にもく、りこ

み、そこで指導されている特殊教育（特別支援教

育）出身の先生と出会うことにより、発達障害の

専門家を紹介され、診断を受けることができまし

た。

こうして我が子の障害の受容は出来たのです

が、福祉的支援は支援費制度の実施前で、この地

域には訪問系サービスは整備されておらず、さり

とて近くに児童通園施設も無く、近隣の障害者施

設が短期入所のサービスを行なってはおりました

が、行政からそのような支援の情報はまったく

入ってこない有様でした。そして、今思えばこの

頃最もほしかったのは「自閉症児に対応した療育

の相談支援」ですが、結局、公的なものはありま

せんでした。なにせ保健師さんに「この町には伸

一郎君のほかに自閉症の子はいるの？」と聞かれ

るほど『自閉症が珍しい（？)』地域でしたから。

このような経験から、私たち夫婦は、地域におけ

る当事者と家族の支援の必要性を感じ、そのため

に同じような障害のある子どもを持つ親たちとつ

ながりを得るため、社団法人日本自閉症協会に入

会しました。また、最初の幼児教室でお世話に

なった先生に協力して、私の地元に障害児支援を

行うNPOを設立しました。このNPOでは、 自立

支援法による児童デイサービスと相談支援事業を

行なっております。

’

’

Ⅳ家庭でのあゆみ

前に述べました通り、私どもの住む地域は療育

資源に乏しく、発達障害の専門家による指導は千

葉市まで通って受けました。これは、小学校の低

学年まで半年に1回程度でした。その後、自閉症

協会の活動で知った東京の療育機関へ、中学校の

始めの時期まで通いました。いずれにせよ、専門

の療育の場は、身近なところで日常通える存在で

はありませんでした。それでも妻は専門家のアド

バイスをもとに、 日常の中で伸一郎とコミュニ

ケーションを築き、少しずつ身辺自立を学ばせて

いきました。

そういう意味で、自閉症協会の活動を通じて学

んだTEACCHプログラムの考えは、自閉症で知

そして、本人のモチベーションを高めるため

｢課題の達成」（多くは『お手伝い』ができたこと）

をシールなどで記録させ「報酬」に結びつくよう

理解させるようにしました。当初から本人にとっ

て「報酬」に値するのは、 ドタバタアニメのビデ

オ（いまはDVD)を楽しむこと。テレビを見な

がらコーフンして叫び声をあげて跳ね回る姿は、

幼児の頃から全く変わりません。中学生になって

からは「報酬」を「現金」として渡し、自分で買

い物（お菓子や幼児向けマンガ）をさせ、社会生

活の練習とするようにしました。

後に『学校との連携』として述べますが、伸

一郎は学校の理解も得て、家庭と学校が協働

して伸一郎へ共通の指導を行なったので、学
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校においても視覚支援に基づく手順の提示と

ルーチンの確立、 ワークシステムによる学習

を行なうことができ、 とても有意義な地域

における学校生活を送ることが出来ました。

現在は、卒業後どのような形で就労するかを模

索しております。養護学校では卒業後の就労を目

指して産業現場における実習を行うのですが、伸

一郎が実際に労働についてどのような指導をすれ

ばよいか、親自身が知らねばならないと思い、私

が働く工場で2週間実習を行いました。簡単な仕

事でしたが、 自立課題の作成で会得したワークシ

ステムを使うことによってうまくいきました。と

もかく、立派と思ったのは、 6時間の単調な作業

に2週間耐えられたことです。今までの成功体験

が忍耐する力に結びついたと感じております。

として他の児童生徒の皆さんと交流し、本人の力

に応じた役割を果たすことができるようになって

いきました。難しかったコミュニケーションも自

分の要求のみならず、物事について感じたことや

人への思いやりを言葉や文章であらわすようにな

りました。このようなちょっとした伸一郎の心の

発達を先生方が気づいてくれて、 うれしそうに私

たちに教えてくれることが、どんなに心の励みに

なったことでしょう。

中学校においても、入学前2年間をかけて準備

を行い、本人のスムーズな移行と学校の理解を得

ることができました｡それにより学校の先生方が、

学校行事やクラブ活動への参加､教科別の指導を、

自閉症の伸一郎に合わせて行なってくれました。

さらに、作業学習や小集団活動の体験と中学卒業

後の進路を考え、中学時代の3年間、週1回養護

学校との交流学習を行なうことが出来ました。こ

れは私たちの住む地域では非常に画期的なことで

あり、実現にこぎつけてくれた当時の中学校の校

長先生には深く感謝しております。

それから、伸一郎が小学校4年の時から中学3

年生まで、同じ学校の児童・生徒の皆さんに伸一

郎のことを理解してもらうため「しんいちろう通

信」を作成し、学校のお許しを得て配布しまし

た。この「しんいちろう通信」は周囲の皆様の理

解と伸一郎への支援を得るのに本当に役に立ちま

した。小中学校時代は先生方や児童・生徒の皆さ

ん、そして親御さんまでもが、伸一郎の問題行動

にたいして「ああ、そうだったんだね｡」と納得

してくれ、ごく自然なかたちで手助けをしてくれ

るようになったのです。

V学校との連携

伸一郎は地域の小・中学校の知的障害特別支援

学級に通いました。この頃は特別支援教育への転

換の前です｡現在なら特別支援コーディネーター、

校内委員会、専門家チームと言うシステムがあり

ますが、そのようなシステムがなかった時代に、

手探りで学校との連携体制を作りました。この前

提となる「本人の状態に対する共通理解」「学校

と保護者が話し合うべき問題の認識」を作る基本

中の基本が、担任と保護者のコミュニケーション

です。これは日々の連絡帳や、PTA行事におけ

る面談という手段ですが、私の妻が言うには、担

任の先生と「ちょっとした立ち話ができる関係」

を作るという事です。

このように担任と保護者のコミュニケーション

から、 「話し合うテーマ」を見つけて、学校側と

話し合いを行うわけですが、私どもの場合、事前

に伸一郎がかかっている「療育機関」からの「問

題提起とアドバイス」をもらって臨みました。こ

のことによって､たとえば「問題行動」「身辺自立」

｢学校行事」をどのように対応するかということ

を､発達障害の専門家のアドバイスに添った形で、

学校と家庭で実行するのです。

この取り組みによって、 より一層、学校全体で

伸一郎の障害に配慮した指導を行っていただける

ようになり、その結果、伸一郎自身も学校の一員

Ⅵ障害児が切り分けられる福祉

以下は、自閉症協会や地域における活動で感じ

たことを申し上げます。
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が、サービス提供を受ける対象とならない場合が

あります。

また、知的障害をもつ自閉症児であっても、 自

閉症の障害特性に基づいた支援を受けられず、本

人に、 より一層の困難をもたらす事があります。

それは支援に関わる関係者の自閉症・発達障害に

対する知識の不足と、発達障害の専門家の絶対数

の不足、制度上の連携の不備により、自閉症の障

害特性に対する配慮が行なわれないため、子ども

の問題行動を誘発するためです。

そのような現状を踏まえ「発達障害」に対する

理解と支援を求めて、平成17年に発達障害者支援

法が制定されました。しかしながら、 よく指摘さ

れるようにこれはまだ「理念法」の段階です。こ

の発達障害者支援法を足がかりとして、 自閉症を

はじめとする発達障害を持つ子ども、あるいはそ

のリスクが高い子どもとその家族が、普遍的に支

援されるよう、私たちは努力していかなければな

自閉症に代表される発達障害の子どもが将来、

社会の一員として能力を発揮し尊厳のある人生を

送るためには、早期からの対応と適切な教育が絶

対に必要ですが、保護者がそのような意識を持つ

前に挫けてしまわないよう、家庭に対する様々な

支援が必要と感じております。

平成18年から障害者自立支援法が施行され、障

害のある子どもの居宅系サービスが障害者福祉

サービスに組み込まれました。これを利用するこ

とによって、保護者の負担が軽減されることとな

りましたが、このサービスを受けるためには、い

わば「障害児」であると言うことを認定される必

要があります。ゆえに、今までの児童福祉・家庭

福祉の範蠕から「障害児」として切り分けられる

ことを保護者は容認しなければなりません。幼児

期の段階において、障害の受容と拒絶のスパイラ

ルに苦しむ保護者にとって、これはとてもつらい

ことです。具体的な例としては、以前は発達に対

する「気づき」の段階の子どもを受け入れていた

マザーズホームが、自立支援法の事業者に移行し

たことによって、 「利用し難いサービスとなった」

と指摘されています（障害児の療育・支援体制整

備のための研究会：千葉県、平成20年12月)。

同じような意味で､私の所属するNPOにも、「気

づき」の段階で、相談に来る保護者は多いのです

が、実際に児童デイを利用するとなると、やはり

このようなことになります。そこで、 「気づき」

の段階の保護者に対しては相談支援事業を活用し

て、心理的なサポートを行っていくこととなりま

す。

りません。

1

J

Ⅶ自閉症に対応した支援

現段階の障害者自立支援法は、いわゆる三障害

が対象とされ、自閉症をはじめとする発達障害の

明確な位置づけがないため、知的障害を持たない

アスペルガー症候群や高機能自閉症を持つ子ども
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3人のこどもと共に暮らして思うこと

戎崎綾子（人工呼吸器をつけた子の親の会）

我が家には3人のこどもがいる。

もうすぐ4年生になるボーイッシュな娘に、数日

前ようやく地元小学校への入学を認められた医療

的ケアと全介助が必要なガチャピン似の息子、そ

して今年保育園の年中組になる甘えん坊でやん

ちゃ坊主でもある末っ子、その3人だ。

意図も簡単にやりこなす。何が違うのだろうか？

また娘は、肢体不自由児や知的障がいがあるこ

どもと遊ぶのがとても上手だ。でも情緒障がいの

こどもとはうまく遊べない。どうすればいいのか

分からずただただ見ているだけであった。ところ

が最近、ある自閉症の男の子と一緒に過ごす時間

が増えてきたら、娘は少しずつその男の子とのコ

ミュニケーションが取れるようになってきた。自

閉症特有の行動に慣れてきたようだ。特異行動を

含めたその子自身の存在を、一人の友達として認

めようとし出した。そうすると他の「情緒障が

い」のある人への理解が深まったように見受けら

れる。

何人こどもがいても、それぞれに可愛く、それ

ぞれに愛おしく、それぞれがかけがえのない存在

であることは言うまでもない。俗に「障がい児」

と言われる状態のこどもであったとしても、我が

子であることには変わりなく、我が家にとっては

｢障がい児」ではなく 「一人の個性的な子」であ

るだけだ。

誰でも、初めて見る事には戸惑うであろう。で

も逆に、既に少しでも経験したことなら、少しの

説明で理解できたり、次の展開が出来るようにも

なったりするのであろう。

そう考えると、娘や息子とヘルパーさんとのケ

ア習得までの時間の違いに納得がいく。

また、娘が肢体不自由児や知的障がい児との関

わりが自然にできる一方で、情緒障がい児に対し

ては上手に関われないこと、でも時間の共有が増

えると少しずつ関われるようになっている事実、

それら事例が全て【慣れ】 という言葉で解決して

しまうのだ。

我が家の真ん中の息子（と－い）は、生まれつ

きの病気と生後に起こったトラブルとで6歳にな

る今も全介助が必要である。それに気管内吸引や

胃ろう管理､導尿､呼吸器管理等の「医療的ケア」

といわれるケアも日常生活に欠かせない｡よく｢大

変ね～」と言われる。そうなのだろうか・ ・ ・我

が家にとってはこれで当たり前。特別大変だとは

全く思っていない。

我が家は、 と－いのケアを家族全員がする。姉

は導尿以外のケアのほとんどをこなす。 4歳の弟

は気管内吸引が最近出来るようになってきた。

あえて言うが親が教え込んだのではない。親が

することを見て自然に覚え、家事を手伝うように

ケアもごく自然に手伝ってくれるようになった。

姉弟達が興味をもった時に少し手順を説明する

と、あとはこちらが驚くくらいに上手にやりこな

す。これには私も驚いた。

最近、 と－いの支援をして下さるヘルパーさん

に彼のケア類を教えることが多いが、結構何度も

説明が要る。そんな中、娘や息子は一回の説明で

私は、 こども達と日々暮らす中で、 こども達の

言動や成長から【慣れる】ことの大切さを学んだ。

たとえ障がいがあってもそれはその人の個性であ

り、人として必要な手助けや、ケアは、人として

生きる為のお互いの助け合いから生まれるもので

特別なものではないとも、こども達に教わった。

学校の授業で道徳や人権の学習がある。確かに
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人々が、その人に、その状況に慣れていき、慣

れることが理解につながり、そしてその理解が手

助け（支援）につながり、障がい者や健常者とい

う区別が無くなり、誰もが暮らしやすい社会に

なっていくことに思いをはせる。理想なのだろう

か。

大切な取り組みだ。しかしこの道徳の時間に教わ

る物事が机上論で終わってしまいがちな今の教育

現場を､さらにその先にある社会を私は危慎する。

｢障がいのある人には手助けを」などと教わった

としても、それを実行する機会が身近にそれも頻

繁に無いと忘れていくだけで、時たま出会う障が

いのある人に、跨路することなく有効な手助けを

することはなかなかできないであろう。

私は道徳や人権の問題は、授業等で学習をする

だけは習得出来ないと思っている。実際にそう

いった人達と共に生活してこそ真の理解となり習

得できるものだと思うからだ。

いやそんなことはない。

姉弟達には障がいなんて全くお構いなし。何か

が出来るとか出来ないとかは全く関係なく 「と－

い」は「と－い」として､あるがままの「と－い」

を一人の人間として、弟として兄としてちゃんと

認めている。

交流保育で通う幼稚園のこども達も同じだ。

と－いの体の状態や付いている器具に興味深々。

｢汚～」と言いながらもよだれを拭いてくれたり、

ケアの手助けも率先してやってくれたりしてい

る。と－いはちょっと変わった存在だけど、それ

でも仲間の一人としてちゃんと認めてくれてい

る。

そんなこども達が成長した未来の社会が今から

楽しみである。

友達になる為には、お互いを理解し合う為に、

色々話をしたり一緒に過ごしたりする時間が必要

であろう。それと同じように、障がいのある人と

も （いや障がい者だけでない。違いのある人全て

が） 日々一緒に過ごしていってこそ、お互いに慣

れ、理解し合うことができるものであると思う。

そしてその上で、その人その人に必要な手助けが

見えてくるのであろう。

障がいがあると人より多くの手助けが必要なこ

とは明確だ。しかしその必要な手助けは特別なも

のではない。みんながどうしたらいいのか「知ら

ない」から、あたかも「特別」なもののように見

えているだけだと気付いてほしい。人はみな誰か

に助けられて生きているものだ。私達が日々当た

り前に受ける人からの手助けを、障がいのある人

にもすればいいだけである。

大人はつい「障がい」だけを先に見てしまう。

こども達の中でキラキラした笑顔でいる息子を

見て、親と一緒にいる時と違う笑顔を見せつけら

れて、そして姉弟という日々の関わりを見て思わ

ずにはいられない。

「障がい」を先に見てはならないと。障がいが

あってもこどもはこどもであると。どれだけ重度

な障がいがあっても、その命をまっとうする大切

な人間であるということを忘れてはならないと。

そしてそこに必要な支援は特別でないというこ

とも忘れてはならないと。

我が家の姉弟という小さな社会で出来てきたこ

とが、 これから大きな社会でも通用するように

なっていってほしいと私は切に願っている。

といっても躍路するのが私達、大人。まさしく

｢障がい」に慣れていないからだ。こんな大人を

作らない為にも、幼い時から、保育園や幼稚園、

学校、社会の中で、障がいの有無に関わらず色ん

な人が色んな人と一緒に過ごし、お互いに学び育

つ環境が必要であると、今、心から思う。
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ピアサボートによる家族支援

福島慎吾（難病のこども支援全国ネットワーク）

I はじめに

病気や障害のある子どもの子育ては、保育や学

校教育、そして就労という子どもの成長・発達・

自立のライフステージにおいて、親のいままでの

体験的知識だけでは解決することの困難な社会生

活上の不適切な対応などに向き合わなければなら

ないことも多い。また、家族による丸抱えの生活

は、親の介護負担のほか、子どもの自立や社会参

加の促進に対する制約要件となるだけでなく、ラ

イフスタイルの大幅な変更や、自己実現をあきら

めざるを得ないことなど、家族全体にとって大き

な影響を及ぼすものとなる。このため、病気や障

害のある子ども本人への支援に加えて、その両親

やきょうだいをも含めたトータル的な家族支援が

重要となるが、従来からの医療・教育・福祉の専

門職による支援は、この家族支援という視点に

立って、充分な配慮が行われてきたとは言いがた

い。

親の会や患者会などの、いわゆるセルフヘルプ

グループは、当事者たちの立場からさまざまな支

援活動を行ってきたが、新たな動きとして、病気

や障害の種別を超えた活動として始まったものが

ピアサポートによる家族支援である。

従来から病気や障害のある当事者たちによるビ

アカウンセリングは広く認知されていたが、 「親

という当事者」による「親のための支援」という

形態は、当会が米国カリフォルニア州サンノゼに

あるNPOであるPHP(ParentsHelpingParents)

との数年の交流を通して、PHPが現地で実際に

行っている活動を参考にしながら我が国の実情に

あわせて作り上げられ、子ども病院などの医療機

関に常駐した親たちによって行われる病気や障害

のある子どもの子育て・生活相談という点が大き

な特徴である。私たちは、この活動をピアサポー

トと名づけた。

Ⅱ活動の特色

(peer)とは､英語で「なかま」という意である。

第三者でありながらも、共通の経験に根ざした共

感をベースとしたピアサポーターが、支援を必要

とする人たちの話を傾聴し、悲壮感、孤独感や閉

塞感、 ときには罪悪感からの解放のプロセスに寄

り添い、その家族が自らの問題を解決するための

力を持つこと、つまり家族のエンパワーメントを

支えること（自己決定力支援、自律支援）が、ピ

アサポートの目的である。

ピアサポーターは､病気や障害のある
子どもを育てた／育てている経験者

＠分鰹い
対▲等

同じような経験同じような悩みや感情を体験

U〃
ピアサポートは､親としての体験的知識に基づく

病気や障害のある子どもの子育て･生活相談

図表1

私たちが行っているピアサポートの基本的なス

キームは以下の3点となっている。

●「親対親モデル｣、つまり経験のある、いわば

ベテランの親たちが、 まだ経験の浅い親たちを

支えること。

●従来から存在する親の会などのセルフヘルプグ

ループの役割をさらに普遍化し、疾患や障害の

種別を超えて、支援を必要としている多くの家

族たちにとって、広く開かれ、アクセスしやす

いものとすること。

●支援を受ける側にいた家族が、ピアサポートに

よって、本来持っている力を取り戻し、今度は

支援を行う側に回って、支援を必要としている
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に頼ってしまうことによる弊害を軽減するために

も、定められた研修と実習を行うとともに、実際

の活動の際にも複数名で対応することを原則とし

ている。

研修では「ピアサポーターの心構え」を繰り返

し確認する。この心構えには、言葉遣いや服装、

約束を守ることなど基本的なことから、共感や分

かち合いの気持ちを常に持ち合わせること、 自分

の価値観や経験を押し付けないこと、病院や医師

の紹介はできないこと、受けている治療に関して

意見や批判を差し挟まないこと、相談を決して一

人で背負い込みすぎないこと、 コーディネーター

への報告・連絡・相談を密にすることなどの約束

事が定められている。また、相談内容に関しては

守秘義務が課せられている。

実際に活動に入った後には、毎月開催される

ミーティングにおける事例検討、当会主催のセミ

ナー等への参加などのフォローアップ体制を敷い

ている。

相談は、面談のほか電話でも受けており、相談

の内容によっては、相談者の自宅への訪問や役所

への付き添いなどを行うこともある。また、親の

会や患者会、ネットワーク電話相談室との連携も

随時行われている。

新たな家族への支援を行うという支援の輪が広

がること。

他者を支援することによる自己効力感によっ

て、支援を行う側の「家族の力」の回復が、同時

に促される効果も重要。

Ⅲ活動の実際

ピアサポートは、平成17年3月から、東京都世

田谷区の国立成育医療センター内において、毎週

火・木・金の週3日、午前10時から午後4時まで

行われている。

成育・ピアサポート室

〒157-8535東京都世田谷区大蔵2-10-l

国立成育医療センター1階受付カウンター7番

電話03-3416-0591 (直通・Fax兼用）

また、平成18年1月からは、神奈川県横浜市の

神奈川県立こども医療センターにおいても、ピア

サポート活動が毎週火～金の週4日、午前10時か

ら午後3時まで行われている。

神奈川・ピアサポート室

〒232-8555神奈川県横浜市南区六ツ川2-138-4

神奈川県立こども医療センター本館1階学習図書室

電話045-711-2351 (内線3192) Ⅳ相談の実際

ピアサポーターによる支援は、経験や体験を共

有する「なかま」による「なかま」のための支援

であり、対等かつ双方向性がその特徴である。そ

して「家族の力」という人間が本来持つ力を回復

することを指向しているため、問題の解決そのも

のよりもそのプロセスへの寄り添いを重視（共感

モデル）する。ゆえに「わかる人に話を聴いても

らいたい｣、 「思いっきり泣きたい｣、 「どうしても

自分を責めてしまう｣、 「不安でたまらず、いても

たってもいられない｣、 「どうして、なんで私がこ

んな目に会うのか」のようにニードや目的が明確

ではない相談、つまり気持ちへの寄り添いにピア

サポートは応じることが可能となる｡たとえば｢そ

れはたいへんですね｡」という言葉一つをとって

みても、ビアの立場の人たちから発せられた言葉

は相手の心を開く力を持っている。

ピアサポート活動は、病院内に部屋やカウン

ターを借りた形で行われているが、病院から独立

した窓口として位置づけられており、 ここで受け

た相談の内容は、緊急時を除いて病院に通知する

ことはない。また、病気や障害のある子どもの子

育て・生活相談という「親という体験的知識に基

づく相談｣という本旨からも､医療ソーシャルワー

カーや保健師など専門職とのすみわけも自然と行

われてきているように感じる。

この活動を始めるにあたっては、親の会や病院

と連携をとりながらボランティアであるピアサ

ポーターの安定的な確保を図ってきた。ピアサ

ポーター候補者たちは個々に貴重かつ多様な経験

を持っているが、 まったく一人の体験的知識のみ
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実際に寄せられる相談は多岐に渡っているが、

ここでいくつかの対応事例を紹介したい。

Vおわりに

ピアサポート活動は、相談する人に取って代

わってピアサポーターが何かを行う支援ではな

い。これから病気や障害のある子どもを育ててい

く生活をするにあたっては、 「なかま」の体験や

経験を参考にしつつ、おぼろげながらも見通しを

持って､自らが一歩を踏み出していく必要がある。

経験者だからこそわかってもらえる、何を話して

も非難されることはないという安心感。そしてピ

アサポーターの存在そのものが、相談者が一歩を

踏み出すための勇気となることもあると言えば理

解しやすいかも知れない。

事例1 「子どもに病気や障害のあることが主治

医から告げられたばかりで頭の中が真っ白･」

自分が一人ぼっちではないことを知ること。孤

独感や場合によっては罪悪感を感じている人に

は、それがあなたひとりだけではないことを知っ

てもらうことが大切。

事例2 「この先の生活がどのようになるのか

まったくわからない｡」

見通しを持つことによって人は的確な決定を行

うことがはじめて可能となる。病気の予後など将

来の不安感を少しでも軽くして希望を持つこと、

一人で問題を抱え込みすぎないことが大切。医療

関係者との関係の持ち方や役所との交渉のコツな

ど、ピアサポーターが経験による情報提供を行う

こともある｡他者の前例は参考となることも多く、

病気や障害の種類は違っても共感できるところは

少なくない。

地方分権化の進展によって、行政サービスの実

施主体が基礎自治体である市町村へ移行し、地域

で子どもたちを育むというコミュニティーの考え

方が重要視されるなかにおいて、病気や障害のあ

る子どもとその家族を支える親の会や患者会など

のセルフヘルプグループによる体験的な知識は、

インフオーマルな社会資源としてますますその重

要さを増してくるものと考えられる。病気や障害

のある子どもとその家族の地域生活を支えるため

には、医療・教育・福祉の専門職と、体験的知識

を持つレイ･エキスパート！が協働し、両輪となっ

て支援を行っていくことの重要性を提言したい。

事例3 「幼稚園や学校での受け入れにさまざま

な問題がある｡」

社会生活上のさまざまな不適切な対応やときに

は偏見や差別と向き合うためには安心感と勇気を

持つことが必要。ピアサポーターとの相互関係か

ら生まれた安心感や一歩踏み出す勇気は、相談者

の自己決定を支える大きな支えとなるばかりか、

ピアサポーターにとっても自己効力感による大き

な支えとなることもある。
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の限定的な部分に関して専門家を凌駕するような知識などを持っているさま。素人専門家。
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調査研究

がんの子どもの理解促進と教育支援

一養護教諭を対象とした研修会の効果一

大見サキエ!)、岡田周一2)、宮島雄二3)、宮城島恭子l)、須場今朝子3)、

河合洋子4)、鈴木恵理子5)、高橋佐知子3)、坪見利香! ）

')浜松医科大学医学部看護学科, 2)浜松医科大学医学部附属病院小児科，

3)安城更生病院4)関西看護医療大学看護学部， 5)淑徳大学看護学部

I.はじめに

がんの子どもは長期生存が可能になったもの

の、退院後のフォローアップ体制は万全とはいえ

ない。例えば、学童期にある子どもへの個別の対

応は十分とはいえず、子どもが復学することへの

不安やストレスを抱えている（坂本ら、 2003）だ

けでなく、保護者も多くの不安や不満を持ってお

り、それらに対する配慮の重要性が指摘されてい

る(Kapelaki,J.etal,2003;平賀, 2007)。一方、

受け入れる側の不安や戸惑いが見受けられ、がん

の子どもの在籍校の養護教諭を対象とした調査で

は､医療者側の説明や情報交換を要望している(川

崎ら, 1999)。養護教諭を含む教員全体を対象と

した調査では（大見ら, 2007;2008)、小児がん

は不治の病であるという印象を持たれやすく、 し

かも多忙さを極める教育現場では、特別な病気を

持つ子どもに対し興味・関心を持ちにくい厳しい

現状がある。しかし、 8割以上の教員は機会があ

れば専門的知識や対応について学習したい希望を

もっており、研修会へのニーズは高かった。一般

の教員に対して、がんの子どもの理解を促進する

ための研修会を開催した報告によると （大見ら，

2006)、研修会の参加によって、教員は子どもや

家族の理解と配慮、周囲への説明や対応、個人情

報の取り扱い、退院後でも配慮が必要なこと、院

内学級の大切さなど学習できる場として意義を感

じており、研修会は少なくとも教員の意識啓発に

は有効であると報告されている。このような研修

会への関心と参加意欲は、教員の中でも教務主任

の役割を担っている人や養護教諭が割合として高

い（大見ら, 2008)。養護教諭は職業上子どもの

健康問題に最も関心が高く、一般の教員へ指導・

助言する立場にもある。復学直前・復学後の養護

教諭の関わりが保護者の精神的支援に繋がったと

いう報告もあり （平賀, 2007)、そのような養護

教諭対象の研修会は、養護教諭が子どもと家族の

理解を深め、復学してくる子どもに対するより身

近な支援者となるために意義があると考える。

そこで今回は、養護教諭を対象にA市･B市で

研修会を開催したので、その結果を整理し、研修

会の効果と課題を検討することを目的とした。

Ⅱ、研究方法

1．対象:A市（人口17万の小都市）全域の小学

校の養護教諭(23校)､B市(人口80万都市)の小・

中学校の養護教諭（2ブロック48校）

2．研修会の開催時期:A市;2006年8月、B市；

2007年7月と8月の2回（夏期休暇中計3回）

3．研修会内容

1)院内学級見学:A・B市の各病院の院内学

級担任による説明（30分程度）

2）講演：①医師による一般的な小児がんに関
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する内容（40分程度)、②看護師による子ど

もや家族の心理と対応（60分程度）

3．質問紙調査：研修会前・後の無記名、郵送法

による質問紙調査

4．実施手続き:A･B市教育委員会の了承を得

た後、市内の養護教諭の連絡会に依頼し、参加

者を募集した。

5．質問紙調査内容（資料1）

1）研修前：対象者の背景（年齢・性別・勤務

年数・看護師資格および経験の有無、勤務校)、

研修への希望や期待、学校内での協力支援体制の

有無とその理由(B市のみ)、がんの子どもと関

わった体験、養護教諭が病気を知ったルート (B

市のみ)、院内学級との関わりの経験などを選択

式および自由記述式、 2）研修後：院内学級見学

後の感想、研修会前後でのがんの子どもに対する

意識の変化の有無とその理由、連携に関する要望

や意見、研修会への改善・要望等選択式および自

由記述式、 3）研修前後：講演内容に関する理解

についての（一般的小児がんに関する内容，子ど

もと家族の心理や対応の方法）質問項目15を間隔

尺度（順序尺度とする考え方もあるが、 ここでは

各質問項目の理解の程度を判断し、講演内容を検

討する目的で敢えて間隔尺度とした） として4段

階リカート式の選択式で作成し、 「全く理解して

いない」 1点～「かなり理解している」4点を配

し回答を求めた。

6．データ分析

統計ソフトSPSS15.0fOrWindowsを活用し、

選択式データは単純集計し、研修会前後の理解の

程度を対応のあるt検定で検討した（合わせてノ

ンパラメトリック検定のウイルコクスンの符号付

き順位和検定も実施した)。自由記述は類似した

内容をカテゴライズして整理し、内容の妥当性・

信頼性を確保するために研究者間で検討、確認し

た。

Ⅲ．倫理的配慮

大学の倫理委員会に諮問し、承認された後実施

した。文書に調査の協力は自由意思であり、協力

したことで不利益をうけないこと、データの保管

は厳重にすること、研究目的以外に使用しない

事、学校や教員の匿名性を保証し、プライバシー

保持に留意する事、学会等にて公表すること等明

記し、文書と口頭で説明した。研修会での意見交

換の内容をデータとすることについては同意書を

もらい、 また、調査票は回収をもって同意が得ら

れたとした。

Ⅳ．結果

1．対象者の背景

A市では参加者22名《B市49名であった。研修

会前・研修会後ともに回収のあった質問紙のうち

有効回答のA市22件、B市39件を分析対象とした。

養護教諭の勤務校はA市小学校22校、B市小学校

29校、中学校9校、無記入1校であった。養護教

諭の平均年齢はA市39.2歳(SD10.13)、B市40.6歳

(SD9.33)とほぼ40歳前後であり、勤務経験年数

表1．対象者の背景

B市

難
一
幌

事前
■■■■■■■■■■■■

48名
質問紙回収

49名（小学校29校、中学校9校、無記入1校）22名（小学校22校）参加者数（学校数）

39件

40.6歳(SD9.33)

17.5歳(SD9.81)

有5名、 無34名

有3名

有効データ分析

対象者の平均年齢

勤務経験平均年数

看護師資格

看護師経験

がんの子どもと関わった

体験の有無

22件

39.2歳(SD10.13)

14.2歳(5D10.96)

有； 16名（43.2％)、無；21名（56.8％)、 n=37
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